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ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案について  
 
標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。 

 
１．背景 

ダム事業による水没が予定されていた地域で、他の地域に比較して生活環境及び産業基
盤の整備等が低位にあり、当該ダム事業の廃止等があった場合においてその振興を図る必
要がある地域があります。こうした地域について、生活環境及び産業基盤の整備等を推進
することにより、当該地域の振興を図り、その住民の生活の安定及び福祉の向上に資する
必要があります。 
 
２．概要 

（１）特定地域振興基本方針の作成 
国土交通大臣は、特定地域の振興を図るための基本的な方針（特定地域振興基本方針）

を定めなければならないこととします。 
（２）特定地域の指定 

国土交通大臣は、都道府県知事の申出により、特定地域振興基本方針に基づき、ダム
事業の廃止等に伴い水没しないこととなる土地の区域及びその周辺の地域のうち、生活
環境及び産業基盤の整備等が他の地域に比較して低位にあり、当該ダム事業の廃止等に
伴い振興を図る必要がある地域を特定地域として指定することができます。 
（３）特定地域振興計画の作成等 

都道府県は、特定地域振興基本方針に基づき、当該特定地域を振興するための計画（特
定地域振興計画）を作成することができます。 
（４）特定地域振興計画に基づく特別の措置 

① 国は、特定地域内に存する不要となった土地等を、特定地域振興計画に記載され
た土地の利用に供するため、ダム事業費を負担した地方公共団体に、負担した費用
の範囲内において無償で譲与することができます。 

② 国は、特定地域内に存する不要となった土地等を売り払おうとする場合において、
当該土地等を特定地域振興計画に基づく事業の用に供する地方公共団体、特定地域
の住民等から買受けの申請があったときは、他に優先させなければなりません。 

③ 地方公共団体が特定地域振興計画に記載された事業を行う場合においては、都道
府県が当該特定地域振興計画について国土交通大臣の同意を受けたことをもって、
補助金等適正化法に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなします。 

④ 特定地域振興計画に記載された地すべり防止施設又は急傾斜地崩壊防止施設の管
理のために必要な区域について、地すべり防止地区又は急傾斜地崩壊危険地区とし
て指定しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くことを要しません。 

⑤ 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が特定地域振興計画に基づいて行う事業
の実施に要する費用の一部を補助することができます。 

⑥ 地方公共団体が特定地域振興計画の達成のために行う事業に要する経費に充てるため
に起こす地方債について、特別の配慮をするものとします。 

（５）その他 
① 国は、都道府県知事によるダム事業の廃止等に伴う地域の振興のために必要な支

援に努めるものとします。 
② 特定地域の指定は、この法律の施行の日以後にダム事業の廃止等があった場合に

ついて適用します。 
 

３．閣議決定日 
閣     議  平成２４年３月１３日（火） 

 
問い合わせ先 
国土交通省国土政策局    総務課 課長補佐 三重野 
     水管理・国土保全局水政課 課長補佐 田中 5253-8111（内線35-232）

 

 


